
                            議会議案第３号 

 

   藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  令和７年１２月１日提出 

                       議会議員 西     智 

                         同   神 尾 江 里 

                         同   石 井 世 悟 

                         同   佐 賀 和 樹 

                         同   須 田 一 行 

                         同   今 井 みきこ 

                         同   有 賀 正 義 

 

 

 

   藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年藤沢市条例第１１

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７２.５」を「１００分の１７７.５」に改める。 

第２条 藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７７.５」を「１００分の１７５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例（以下

「議員報酬等に関する条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用す

る。 

 （期末手当の内払） 



 

３ この条例による改正後の議員報酬等に関する条例の規定を適用する場合におい

ては、改正前の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、

改正後の議員報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を考慮し、

本市の議会議員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 


